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平成２８年１２月２４日  

平成２９年１月２９日改訂  

 

 

Ⅲ.7 情報の収集、整理及び公開マニュアル 

 

 

第１ マニュアルの趣旨 

１．情報の収集、整理及び公開マニュアルは、豊島中間保管・梱包施設等の撤去対

象範囲の撤去等において、的確・迅速な情報の収集、整理及び公開を実現するに

あたり必要な事項を定めたものである 

２．本マニュアルに定める内容は、必要に応じて適宜見直すものとする。  

［解  説］ 

本マニュアルは、豊島中間保管・梱包施設等の撤去対象範囲の撤去等の実施工程

全般における情報の収集、整理及び公開の実施に関して適用する。 

また、情報の収集、整理及び公開の内容は、必要に応じて適宜見直すこととする。 

なお、「豊島廃棄物等処理事業の今後の主な調査等」など、今後の豊島廃棄物等処理

事業に関する情報の収集、整理及び公開の内容については、別途、「豊島廃棄物等管理

委員会」において検討する。 

 

 

第２ マニュアルの概要 

１．撤去等の作業状況の記録・保管・確認方法について示す。 

２．撤去等の作業状況について、委員又は技術アドバイザーによる確認の実施方法

を示す。 

３．豊島中間保管・梱包施設等の撤去対象範囲の撤去等に関し、公開する情報を示

す。 

４．情報公開の手法等を示す。  

［解  説］ 

豊島中間保管・梱包施設等の撤去対象範囲の撤去等の実施においては、これまで

と同様、関係者の理解と協力が不可欠であり、そのためには実施内容の透明性の確

保を図ることが必要であることから、的確・迅速な情報の提供を行うための具体的

な手法等について示す。  
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第３ 撤去等の作業状況の記録・保管・確認方法 

１．撤去等の作業状況について、文書や写真等による記録を残すこととし、その保

存期間は５年とする。 

２．撤去等の作業着手前の現況写真、作業中の工程写真及び進捗写真、作業完了後

の竣工写真を撮影することとする。 

３．払出し・処理委託先の処理状況等についても必要に応じて確認し、保管・活用

することとする。  

［解  説］ 

撤去等の作業状況については、文書に加え写真及び動画等により記録し、保管す

るとともに、撤去等の実施完了報告の作成時に活用する。なお、保存期間は５年と

する。 

 撤去等の作業着手前の現況写真、作業中の工程写真及び進捗写真、作業完了後の

竣工写真を撮影する。ただし、これ以外にも除去・除染前後の写真撮影等も該当ガ

イドラインやマニュアルで規定されている対応は必ず実施する。  

なお、上記の撮影にあたっては、「営繕工事写真撮影要領（平成 27 年度版）」（国

土交通省大臣官房長官営繕部）を参考とする。  

 

（１）撤去等の作業着手前の現況写真及び竣工写真 

撤去等の作業着手前の現況写真及び竣工写真は、撤去等の作業着手前及び竣工

後の現場全景、代表部分及び現場周辺の現況写真を撮影すること。また、現況写

真は、主要機械設備についても撮影を行うこと。  

（２）工程写真及び進捗状況写真  

工程写真及び進捗状況写真は、各工程における進捗状況、出来高等を撮影し、

特に作業完了後に確認が困難となる箇所については、作業が適切であることが証

明できるものとすること。  

 

払出し・処理委託先の処理状況についても必要に応じて確認するとともに、その

処理データを入手し、上記と同様に保管・活用する。  
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第４ 情報公開の範囲  

１．豊島中間保管・梱包施設等の撤去対象範囲の撤去等に関し、原則として下記に

示す情報を公開することとする。  

（１）撤去等の工程に関する情報  

（２）施設の撤去等に係る環境計測に関する情報  

（３）検討会等に関する情報  

（４）その他必要と思われる事態が生じた場合における必要情報  

［解  説］ 

公開する情報の分類及び具体例は表１のとおりである。  

 

 

表１ 公開する情報の分類及び具体例 

公開する情報の分類 具体例 

（１）撤去等の工程に関する情報  実施計画、工程計画、作業実施・休止状況  

（２）施設の撤去等に係る環境計測

に関する情報 

排気、排水、騒音、振動、悪臭についての環

境計測結果 

（３）検討会等に関する情報  検討会等資料及び審議状況  

（４）その他必要と思われる事態が

生じた場合における情報  
事故、緊急時等の情報 

（５）検討会等が必要と認めた情報  － 

 

  



50 

第５ 情報公開の手法等  

１．各種情報の公開は、インターネットのホームページを用いることを基本とし、

関係者との定期的な会議等も活用することとする。  

２．関係者との意見聴取・立会い等を通じたコミュニケーションの実施により、よ

り一層の理解と信頼を得ることとする。 

［解  説］ 

的確・迅速な情報の提供を実施するため、各種情報の公開はインターネット上の

「豊島問題ホームページ」により行うことを基本とし、関係者に対しては定期的な

事務連絡会等の場も活用する。 

関係者との意見聴取や立会い等を通じたコミュニケーションの実施により、一層

の理解と信頼を得る。また、関係者から要望や苦情等の申し出があった場合には、

誠意を持って対応、解決に努める。  

 

 


